
令和６年第８回清瀬市農業委員会議事録 

 

令和６年８月２７日午前９時００分から午前９時２０分、清瀬市役所にお

いて、清瀬市農業委員会を開催。 

 

１ 出席委員 会   長 第１０番 松村 俊夫 

 会長職務代理 第１２番 小寺 正明 

 第 １ 番 齊藤 正樹 第 ２ 番 小寺 一壽 

 第 ３ 番 村山 昇 第 ４ 番 村野 和博 

 第 ５ 番 村野 正明 第 ６ 番 森田 庄司 

 第 ７ 番 中村 正一 第 ８ 番 新井 誠子 

 第 ９ 番 村山 孝 第１１番 髙橋 将則 

 第１３番 坂間 和弘 第１４番 土屋 俊治 

 

２ 議長    松村 俊夫(会長) 

 

３ 書記    戸野慎吾・石井健・山下航平 

 

４ 付議事項  

（１）相続税納税猶予制度に関する「適格者証明願」について 

（２）相続税納税猶予制度に基づく「引き続き農業経営を 

行っている旨の証明願」について 

      （３）「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」に基づく 

計画審査について 

（４）「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての 

証明願」について 

（５）その他 

 

議 長   おはようございます。皆さん定刻になりましたので、令和６年

清瀬市第８回の農業委員会を始めたいと思います。本日は、委

員１４名中１４名の出席となっております。会議規則第６条の

規定により過半数を満たしておりますので、本日の総会は成立

いたします。会議を開催するにあたり議事録署名委員を指名さ

せていただきます。第２番の小寺一壽（かずひさ）委員、第３

番の村山昇委員となっております。よろしくお願いいたしま

す。  



議 長   議案第１号 相続税納税猶予制度に関する「適格者証明願」に

ついてを議題とさせていただきます。事務局より、議案の説明

をお願いします。 

 

事務局   はい。こちらは農地を相続した場合、農業経営の継続の支援を

するため、税務署で相続税納税猶予制度を申し込む際に必要と

なる証明書です。申請は１件です。申請者の住所氏名等は省略

させていただきます。 

 

［事務局より説明］ 

 

議 長   只今、事務局で説明がございました。現地調査に行った村野正

明委員と髙橋委員より報告をお願いします。 

 

村野正明委員   ８月２０日に申請者立会いのもと、髙橋委員と事務局の山下さ 

んと現地調査を行いました。対象農地は下宿の自宅周辺にあり

ます。農地内に電柱の支柱が１本あるため、その分１㎡を面積

から差し引いております。問題はないと思います。 

 

髙橋委員   ８月２０日に申請者と村野委員と事務局の山下さんと現地調査

を行いました。対象農地はきれいに耕耘されておりました。今

後は飼料としてエンバクを栽培する予定とのことです。農地の

管理状況も良かったため問題ないと思います。 

 

議 長   只今担当委員より説明がございました。各委員何か質問はあり

ますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは承認させていただきます。 

議案第２号 相続税納税猶予制度に基づく「引き続き農業経営 

を行っている旨の証明願」についてを議題とさせていただきま 

す。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

事務局   はい。こちらは相続税納税猶予制度を適用された方が３年ごと

の報告を税務署に行う際に必要な書類になっております。申請

は１件です。申請者の住所氏名等は省略させていただきます。 

 

［事務局より説明］ 

 



議 長   現地調査に行った村山昇委員より報告をお願いします。 

 

村山昇委員   ７月３０日に申請者と村野委員と事務局の山下さんと現地調査 

を行いました。 

 

議 長   只今担当委員より説明がございました。各委員何か質問はあり

ますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは承認させていただきます。議案第３号、「都市農地の

貸借の円滑化に関する法律」に基づく計画審査についてを議題

とさせていただきます。事務局より議案の説明をお願いしま

す。 

 

事務局   はい。こちらは生産緑地に限り貸借を可能にする法律でござい

ます。また期間満了になると、自動更新がされることはなく権

利が終了し、所有者へ農地が戻ります。申請は２件です。申請

者の住所氏名は省略させていただきます。 

       

［事務局より説明］ 

 

議 長   現地調査に行った村野正明委員より報告をお願いいたします。 

 

村野正明委員 

 

議 長   只今担当委員及び事務局より説明がございました。各委員何か

質問はありますでしょうか。 

 

委 員    

 

議 長   それでは、異議なしということで承認させていただきます。 

  議案第４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証 

明願」についてを議題とさせていただきます。それでは事務局 

より、議案の朗読と説明をお願いしたいと思います。 
 

事務局   はい。こちらは生産緑地の買取申出を行う場合、必要となる証

明書になります。届出者の住所氏名等は省略させていただきま

す。 
  



［事務局より説明］ 

 

議 長   こちら、買取申出事由は死亡でございます。何か質問はござい

ますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、異議なしということで承認させていただきます。 

   議案第５号、その他を議題とさせていただきます。 

 

（１）会議の報告について 

 

①清瀬市農業まつり実行委員会  

 令和６年７月２６日（金）清瀬市役所で行われました。 

 参加者は農業委員と事務局です。 

 

②東京都農業会議臨時総会  

令和６年８月１９日（月）にプラザエフで行われました。 

 参加者は私と事務局です。 

 

③東京都農業会議創立７０周年記念式典・祝賀会 

令和６年８月１９日（月）にプラザエフで行われました。 

 参加者は私です。 

 

以上が会議の報告でございます。 

      

    （２）会議等の日程について 

 

     ①北多摩地区農業委員・農地利用最適化推進員研修会  

令和６年９月３日（火）午後１時３０分より、清瀬市役所で行

われます。 

      参加者は農業委員と事務局です。 

 

②広域認定農業者の集い  

令和６年９月４日（水）午後２時００分より、葛飾区細谷ファ

ームほかで行われます。 

      参加者は広域認定農業者と事務局です。 

 

③職務代理・部会長研究集会 

令和６年９月１９日（水）午後２時００分より、たましん



RISURUホールほかで行われます。 

参加者は職務代理、各部会長、事務局です。 

 

④第９回清瀬市農業委員会 

令和６年９月２４日（火）午前９時００分より、清瀬市役所で

行われます。参加者は農業委員、事務局です。 

 

⑤農地利用状況調査（農地パトロール） 

令和６年９月２４日（火）午後１時３０分より、市内全域の調

査をします。 

参加者は農業委員、事務局、都市計画課職員です。 

 

以上が会議の日程でございます。 

全体を通して質問等はございますか。 

委 員    

 

事務局   事務局はありません。 

 

議 長   特にないようですので、終了したいと思います。 

 

職務代理   慎重審議ありがとうございます。以上をもちまして、第８回清

瀬市農業委員会閉会致します。お疲れ様でした。 

 

 

議    長      

 

    署名委員（第２番）    

 

    署名委員（第３番）   

 

 


